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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２５年２月７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成２４年６月２０日 ００時４５分ごろ 

発生場所 千葉県千葉市ＪＦＥスチール株式会社東日本製鉄所千葉地区西方沖 

 千葉市所在の千葉港稲毛海浜公園Ａ導流堤灯台から真方位１６５°

１.７海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３５°３５.０′ 東経１４０°０４.５′） 

事故調査の経過  平成２４年６月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 豊
ほう

昌
しょう

丸、４９８トン 

 １４０８７４、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、 

 阿部汽船株式会社 

 ７３.４５ｍ×１１.８０ｍ×７.４５ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７３５kＷ、平成２０年９月３日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７１歳 

 五級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和４５年１月２３日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２０年９月２９日 

  免状有効期間満了日 平成２６年６月１０日 

一等航海士 男性 ６４歳 

四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和４７年１２月８日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２２年８月３０日 

  免状有効期間満了日 平成２７年１１月１０日 

 死傷者等 重傷 １人（一等航海士） 

 損傷 なし 

 事故の経過  本船は、船長及び一等航海士ほか２人が乗り組み、台風４号の強風

と高波から避難するため、平成２４年６月１９日１５時４０分ごろ千

葉港ＪＦＥスチール株式会社東日本製鉄所千葉地区西方沖７００ｍ付

近に錨鎖７節で錨泊した。 

 本船は、２３時ごろから更に風波が増してきたことから、船長が、

主機を準備するよう機関長に指示を行い、主機のクラッチを中立状態
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で運転していたところ、他船の走錨を認めたため、錨泊場所を変更す

ることとし、船長を操舵室に、一等航海士及び二等航海士を船首部

に、機関長を船尾部にそれぞれ配置して２０日００時４０分ごろから

抜錨を開始した。 

 本船は、一等航海士が船首中央よりやや左舷寄りの位置で錨鎖の状

況を見ながら揚錨機を操作する二等航海士に指示して揚錨中、００時

４５分ごろ、突然、高起した波が船首から打ち込み、一等航海士が、

打ち込んだ波に叩かれるとともに、足をすくわれて左足を船体に強打

した。 

 船長は、海上保安庁に救助を要請するとともに、船舶所有者に報告

した。 

 一等航海士は、船舶所有者が手配したタグボートに移乗し、岸壁で

待機していた救急車で病院に搬送され、左大腿骨転子下・骨幹部骨左

脛骨開放性粉砕骨折で全治３か月以上の加療を要する見込みと診断さ

れた。 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 南西、風力 １０～１１、視程 約２Ｍ 

海象：波高 約３～４ｍ 

 その他の事項 

 

 本船は、船首部両舷に油圧駆動式の揚錨機がそれぞれ設置されてお

り、本事故時、左舷側の揚錨機が使用されていた。 

 一等航海士は、本事故時、左舷側揚錨機の船首側で船尾方を向いて

錨鎖の巻き具合を見ていたところ、船首側から打ち込んだ大きな波に

叩かれるとともに、足をすくわれたが、流されないように付近のチェ

ーンストッパーにつかまった。 

 本船は、本事故後、海面から船首ブルワークまでの高さを計測した

ところ、約４.２ｍあった。 

 本事故時に本船が錨泊していた海域の水深は、約７～８ｍであり、

約７００ｍ東方に岸壁があった。 

 本事故時に千葉港には走錨注意情報が発表されており、投錨中の船

舶は、機関をスタンバイとするなどの走錨防止対策を採るとともに、

ＶＨＦ１６チャンネルの継続聴取とＡＩＳ搭載船にあってはＡＩＳの

作動を維持するよう、注意されていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

なし 

なし 

あり 

 本船は、千葉港ＪＦＥスチール株式会社東日本製鉄所千葉地区西方

沖において、台風避難で錨泊中、他船の走錨を認めたので錨泊場所を

変更する目的で揚錨していたところ、波が船首側から打ち込み、揚錨

作業中の一等航海士が打ち込んだ波に足をすくわれたことから、左足

が船体に当たって負傷したものと考えられる。 
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原因  本事故は、夜間、本船が、千葉港ＪＦＥスチール株式会社東日本製

鉄所千葉地区西方沖において、台風避難で錨泊中、他船の走錨を認め

たので錨泊場所を変更する目的で揚錨していたところ、波が船首側か

ら打ち込み、揚錨作業中の一等航海士が打ち込んだ波に足をすくわれ

たため、左足が船体に当たって負傷したことにより発生したものと考

えられる。 

参考 船舶所有者は、本事故後、次の再発防止策を本船に指示した。 

 ・荒天避難して錨泊する際は、風向、水深、底質を考慮して錨地を

選定するとともに、周囲に他船がいないかどうか確認し、広い海

域で行うこと。 

 




